
 

残業には「36 協定」が必要です 

ベイヒルズ社労⼠事務所では、労働・社会保険などの
事務⼿続きだけでなく、御社の状況にあわせた⽀援策
活⽤のご提案や、トラブルを未然に防ぐためのサポートを
いたしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。 
        TEL 045-450-6701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「36 協定」を締結していますか？ 

労働基準法では、労働時間を原則として「1 日 8 時間・1

週 40 時間以内」（法定労働時間という）、休日は 原則とし

て「1 週間に 1 回又は 4 週を通じて 4 日以上の休日を与

える」（法定休日という）と定めています。 

法定労働時間を超えて労働（残業）させることや法定休日

に労働させるには、従業員（過半数の代表者など）との間で

「36 協定（時間外・休日労働に関する協定）」を締結し、労

働基準監督署への届出が義務付けられています（従業員

が一人であっても必要です）。 

つまり、「36 協定」の届出のない場合は、残業させること

自体が法令違反となります。ただし、例えば、1 日の労働

時間を 7 時間としている場合に、残業を 1 時間させるとき

は、法定労働時間内での残業となるため、「36 協定」の

締結は必要ありません。 

「残業時間の上限」に注意が必要 

例えば、製造業の場合、「36 協定」には、「時間外労働

（又は休日労働）をさせる必要のある具体的事由」として

「受注の集中、製品不具合への対応、臨時の受注、納期

変更」などとできるだけ詳細に規定しなければなりません。

また、「1日、1か月、1年当たりの法定労働時間を超える

時間数（時間外労働の上限）」については、原則として「月

45 時間・年 360 時間」を超えることができません。 

「月45時間・年360時間」を超える残業が必要な場合は？ 

突発的な仕様変更や製品・機械トラブルへの対応など通

常予見できない業務量の大幅な増加等に伴い、残業が

必要な場合に限って、「特別条項付きの36 協定」を締結

すれば、「月 45 時間・年 360 時間」を超えて残業をさせ

ることが可能です。 

ただし、その場合でも、限度時間を超えて残業する必要

がある場合を可能な限り具体的に定めなければならず、

例えば「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得な

い場合」など、恒常的に長時間労働を招くおそれのある

理由は認められないため注意が必要です。 

労働時間の弾力化を考えてみる 

月や年間を通じて繁忙期や閑散期がある、曜日や季節

によって仕事量が異なるなど、「1 日 8 時間・1 週 40 時

間」の原則が馴染まない企業があります。 

そのような企業には、労働時間を弾力化し、業務の繁閑

に応じた時間の配分によって、時間外労働を短縮させる

以下のような制度があります。このような制度の活用も検

討してみましょう。 

・ フレックスタイム制 

一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間 

の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労

働時間を自ら決めることのできる制度です。 

・ 変形労働時間制 

一定の期間（1 か月や 1 年単位）を平均し、1 日及び

1 週間当たりの法定労働時間を超えて労働させるこ

とができる制度です。 

  例えば、「1 年単位の変形労働時間制」の場合、1 年

を通して総労働時間を計算して、祝日が多い月、年

末年始・お盆休暇のある月、忙しくない月の総労働時

間を減らして、その分を忙しい月に振り分けます。休日

を含めて、労働時間を考えるため、季節変動等の影

響を受けない企業でも、上手に活用することで、残業

時間を削減することが可能になります。要するに、変

形労働時間制は、忙しくない時期は思い切って「終業

時刻を早める。休日を増やす」などして、労働時間を

弾力的に運用する方法です。 

フレックスタイム制や変形労働時間制を導入するには、

就業規則の改定や協定の締結、労働基準監督署へ

の届出などが必要です。 
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